
施設によって異なります。裏面でご確認ください。

宿泊の代表者が上市町内在住の方

対象施設の宿泊で１人あたり最大10,000円の宿泊料金を割引きします。

料金が13,000円未満の場合、割引は宿泊費の60％～70％程度となります。

宿泊時、「事業参加の同意書のご提出」、「代表者の方の身分証明書の

ご提示」、お部屋ごとに「アンケートのご提出」が必須となります。

条件を満たさない場合は割引となりませんので、あらかじめご了承くだ

さい。

事業に関するお問合せ先 上市町産業課TEL 076-472-1111 上市町観光協会TEL 076-472-1515

裏面をご覧いただき、

①ご希望の宿泊施設を選んで、②直接宿泊施設へご予約ください。

割引は各施設で予約による先着順となります。定員に達した場合、期間前でも終了

します。また、感染症の状況により予約を中止する場合もあります。

申込方法

割引対象者

宿泊対象日

割引内容

その他

予約開始日 令和２年10月30日から

※宿泊の代表者が町民の方であれば同行者の方も対象

町民の方※宿泊で１人あたり最大10,000円割引！


